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はじめに

ベトナムの移転価格規則により多国籍企業グループは、関連者間での物品やサービスの移転が、独立企

業原則に従ったものであることを証明する文書作成が求められています。それに伴い、Covid-19の発生

前には税務調査の際に、形式と実態の相違、及び、当初の移転価格方針と実際の結果が異なることによ

り発生する移転価格調整、十分なサポート文書の準備など、地方税務当局からのチャレンジの増加をも

たらしていました。

当シリーズのエピソード1で紹介したように、パンデミックの影響で従来の多国籍企業のサプライ

チェーンが寸断されている中、新たなグループ内の取決めの基盤となる取引フローの確立について、緊

急性が高まっています。そのため、弊社はこれまでの経験及びベトナムにおけるTPの発展状況に基づい

た見解をお送りいたします。これらの情報が現地法人の最高経営責任者（CEO）や最高財務責任者

（CFO）の皆様に地域本部やグローバル本部との議論の中で有用となれば幸いです。

移転価格に関するニュースレターアラートシリーズ

エピソード2：グループ内の関連者間の取決めの再検討

19 June 2020

4. 移転価格の専門家から見た事業リストラクチャリ

ング

5. サプライチェーンの中で低リスクとみされる企業

はCovid-19への受容力が高い、というのは本当

か？

6. Covid-19によるAPAの交渉および実施プロセスへの

影響

7. 移転価格に関する税務調査の傾向：納税者ための

緩和か、又は、国家予算ための積極的な計画か？

1. Covid-19によるサプライチェーンの寸断 - 既

存のグループサプライチェーンモデルが今後

どのように変わる可能性があるか、そしてど

のような潜在的なリスクが考えられるか

2. Covid-19 以前のグループ内の価格設定が不適格

になる可能性とその再検討

3. Covid-19 の影響を受ける期間における赤字・収

益変動などを事前に計画する

当シリーズでは下記の内容を取り扱います。
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Note:
1 Betsy Bohlen, Steve Carlotti, and Liz Mihas, McKinsey & Company, “How the recession has changed US customer behavior”, 01 December 2009, 
retrieved from https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-the-recession-has-changed-us-consumer-
behavior

次に、グループ内の取決めの下で限定リスクの

現地企業に請求されるブランドの使用に係るロ

イヤリティ料などのインバウンドサービス料に

ついて、過年度に比べてその実効性が低下する

ため、減額されるべきと考えられます。2007～

2008 年の金融危機から世界経済が回復し始め

た 2009 年にマッキンゼーより行われた消費者

行動調査では、消費者の大半がプレミアムブラ

ンドを好んでいるにもかかわらず、より低価格

ブランドの購入に切り替えていたこと が明ら

かになりました1。これから分かるポイントは、

ブランドの価値は存在するものの、経済危機の

中では、ブランド自体が販売者や流通業者に収

益をもたらすために役立っていない可能性があ

るということです。そのため、ブランド所有者

が請求する売上に対する割合ベースでのロイヤ

リティ料は、少なくとも短期的に減額すること

が考えられます。

いずれの場合でも、現地のCEOやCFOがグループ

の情報交換プロセスに積極的に参加し、グルー

プの視点から事業への影響を把握することが推

奨されます。

弊社の考察及び推奨事項

サポーティング資料の十分な準備

通常では、納税者は少なくとも以下を証明するた
めのサポーティング資料を整備しておくことが推
奨されます。

• 商品は現地の購入者のニーズに応じて提供され
ること

• 関連者から提供されるサービスの必要性と経済
的便益があること

• 費用は独立企業原則に基づいて決定され、多国
籍企業グループ内で一貫して適用されること

また、包括的な税務調査では、更に納税者はサー
ビス提供者の能力（業務力、規模、資産など）な
ど、取引の実質を証明することが求められること
もあります。

これに加えて、Covid-19パンデミックの後に、TP
の観点からCEOやCFOが検討すべきことは何でしょ

うか。

グループ内の移転価格調整の再検討

外国直接投資による現地の納税者の多くは、外国

の多国籍企業グループの子会社であり、リスクは

限定的と考えられています。それにもかかわらず、

そのような現地企業はリスクフリーではないこと

を常に念頭に置いておく必要があり、つまり、

Covid-19 のように予測できないグローバルな規模

の要因によって、業績が影響を受ける可能性があ

るということです。言い換えれば、限定リスクの

現地企業と事業全体のリスクを負うグループ企業

との間で、Covid-19 の影響による現地及び地域的

な損害をどのように配分するかが、重要な課題と

なります。一般的には、このような多国籍企業グ

ループ内の各企業の全てが、一定のレベルの損害

を負わなければならない可能性が高いです。この

ような背景の中、グループ内の移転価格調整を、

変化に迅速かつ効果的に対応するために、事前に

グループレベルで慎重に検討し、決定することを

お勧めします。ベトナムにおける現地のリスクの

限定された企業の場合、マージンが前年度の中位

を下回るか、又は、四分位範囲を下回ることが予

想されます。
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過去からの学び

ほとんどの納税者はCovid-19パンデミックの影響を受けた2020年の業績を

2021年に報告することになります。そのため、納税者はグループ内の取

決めを改正するための本社との協議時間はまだ残されています。考慮す

べき要素の一つとして、過去の危機からの得られた教訓を生かすことで

す。1997 年以降、世界経済は 10 年ごとに大不況を経験して来ました。

その影響は業界によって様々ですが、過去の出来事の中で、各グループ

の対応において何がうまくいかなかったのか、何がうまくいったのかを

分析することでこのパンデミックの中、新たな体制を整えるための具体

的な基盤の一つになり得ると言えるでしょう。

不可抗力条項

独立当事者間の商業契約には、必ず不可抗力条項が含まれます。すべての納税者は関連サービス提

供者との契約書に記載されている不可抗力条項を顧問弁護士と共に再検討することをお勧めします。

現地企業は、外国の仕入先からの材料納品の遅延等に対し、Covid-19 の影響による補償条件を使用す

ることを検討してもよいでしょう。さらに、法的に支払遅延に係るペナルティについても考慮する

必要があるかもしれません。これらすべてを数値化し、現地企業の TP レポートに具体的な証拠と

共に、明記して文書化することを推奨いたします。

APA（事前確認制度）による不確実事項の管理

Covid-19後の予期せぬの事態や事業状況を考慮

すると、納税者は特定の種類の関連者との取引、

または事業運営の財務状況に対してAPAを申請

することを検討することができます。技術的に

は、OECDの観点または国際的な実務の観点から

も、APA申請することは、グループ間の価格設

定方針をより透明にし、納税者と税務当局の双

方にとって、税務の確実性の向上を可能にする

と考えられます。

2013 年に APA の適用に関するガイダンスを定める

通達第201/2013/TT-BTC 号が公布されて以来、多く

の企業はベトナム政府に APA を申請しています。

近い将来、新たなガイダンスが発表されれば、ベト

ナム政府のAPAメカニズムの適用における飛躍的な

進歩により、企業にとってより安定した税務ポジ

ションを確保することが期待されています。このよ

うに、現地のCEOやCFOが現地の業務における不確実

事項を管理する方法の一つとして、APA適用につい

て本社に対し提案されることをお勧めいたします。
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上記は一般的な事例に基づく、弊社による見解と推奨事項となります。業界の性質によっては、既存

の取決めの変更につながるような現地ビジネスへの影響は異なります。ご懸念点等がございましたら、

お気軽にお問い合わせください。

WHAT’S NEXT?

次回はCovid-19の影響を受けた期間の赤字または収益変動の事前計画についてお送りいたします。

弊社の提供サービス

• 移転価格に関する現地の視点からの詳細分析

• BEPS契約/グループ内の取決めのレビュー

• 移転価格文書のレビュー

• 移転価格のヘルスチェック

• APAに関する戦略計画、申請書作成及び申請手続の支援
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